
鳥栖市のアスベストに関する健康相談等について（１回目・２回目健診） 

 

（１）健康相談等（健診）の結果 

   ①異常所見を認めない、②所見は見られるが問題はない、③要精密検査（他の肺疾

患の疑い）、④要精密検査（アスベストに関する肺疾患等の疑い）の４区分とした。 

 （胸膜プラークなど過去にアスベストに曝露したことを示す所見の有無で③と④を区分） 

  

ア）１回目の結果 

受診者 
④要精密検査（アスベストに関する

肺疾患等の疑い）と判定された者  

（人） （人） （％） 

元従業員 44 24 54.5 

関連企業 

（その他のアスベスト取扱業種）
201 21 10.4 

従業員の家族 53 5 9.4 

住民 583 12 2.1 

合計 881 62 ― 

 

 

イ）２回目の結果 

受診者 
④要精密検査（アスベストに関する

肺疾患等の疑い）と判定された者  

（人） （人） （％） 

元従業員 8 5 62.5 

関連企業 

（その他のアスベスト取扱業種）
36 5 13.9 

従業員の家族 16 2 12.5 

住民 137 6 4.4 

合計 197 18 ― 

 

 

（２） 今後の方針 

       健康相談等（健診）はあくまでも一次健診のスクリーニングの段階であり、これ

らの健診者の精密検査の結果については、今後検討を行うことになる。 
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（参考） 

実施状況 

ア）期 間  １回目 ８月 11 日～21 日の５日間 

２回目 11 月４日 ～６日の３日間 

イ）対 象  １回目 ① 旧・エタニットパイプ鳥栖工場に隣接する曽根崎町、

原町、桜町、松原町の４町に昭和６１年１月１５日以前

からの居住者 

          ２回目 ② ①の対象者で８月に受診しなかった人 

                  ③ 昭和 61 年１月 15 日以前から本鳥栖町、田代外町に住

んでいる人 

                  ④ 昭和 61 年１月 15 日以降に曽根崎町、桜町、松原町、

本鳥栖町、田代外町から市内に転居した人 

                  ⑤ 旧エタニットパイプ鳥栖工場に出入りなどがあった関

連企業に勤めていた人  

ウ）内 容   問診、胸部Ｘ線（直接）撮影  

エ）受診者 １回目 ８８１人 

２回目 １９７人 
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